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障害者団体との意見交換会における意見概要

１ 意見交換会概要
 実施時期 平成25年６月４日～７月18日（累計約17時間）
 相 手 側 障害者団体15団体の役員，障害当事者等約60名
 内 容 ・条例制定の背景について

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の概要
について

・条例内容への要望について
などを聴取した。

２ 障害者団体からの主な意見とその反映状況
障害者団体から出された主な意見の概要とその反映状況は以下のとおり。

 差別の基準について
【意見】
現状では，差別の基準が不明確であるため，他県条例と同様に分野別に具体的に

定めていただきたい。
【枠組案】
９分野における障害を理由とする差別の禁止を規定

 相談体制について
【意見】
障害を理由とする差別に関する紛争を，裁判以前の段階で解決できることが大事

であり，県が相談体制を整備することが必要。
【枠組案】
県が差別事案に関する相談に応じ，相談者に対して必要な助言，情報提供，関係

者間の調整を行うことを規定

 紛争解決体制の整備について
【意見】
紛争解決に当たっては，紛争当事者の参加を促すため，公的機関の関与を定めて

いただきたい。
【枠組案】
附属機関を設置し，紛争当事者に対する助言又はあっせんを実施

 表彰制度の創設について
【意見】
表彰制度を設けていただきたい。特に，障害当事者を表彰対象とすれば，県民へ

の啓発にもつながる。
【枠組案】
表彰制度を創設
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平成２５年度第３回 県政モニターアンケート調査結果

障 害 福 祉 課 自 立 支 援 係

（℡０９９－２８６－２７４９）

○ テ ー マ 「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり」について

○ 調 査 目 的 障害を理由とした差別や障害者が日常生活において不便を感じな
いように施設の改良やサービスの提供をすることに関して，県民

の意識を把握し，今後の施策を検討する上での参考とするため。

○ 調 査 時 期 平成２５年７月
○ 調査対象者数 ２００人

○ 回 答 数 １４２人（７１％）

問１ 「障害のある人が身近に生活しているのが当たり前だ」という考え方について，

どう思いますか。

問２ 障害のある人と話したり，障害のある人の手助けをしたことがありますか。

ない
17.7%

ある
82.3%

わからない
2.1%

どちらかといえば
そう思う
19.9%

そう思う
70.9%

そう思わない
1.4%

どちらかといえば
そう思わない

0.7%

一概にいえない
5.0%
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（問２で「１ ある」と答えた方に）

問３ それはどのような理由からですか。（複数回答可）

（問２で「２ ない」と答えた方に）

問４ なかったのはどうしてですか。（複数回答可）

問５ 障害のある人に対する障害を理由とする差別や偏見があると思いますか。
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問６ 障害のある人がない人と同じように生活するため，例えば，商店の入り口にス

ロープを整備するなどの配慮や工夫が必要になることがありますが，こうしたこ
とを行わないことが「障害を理由とする差別」に当たる場合があると思いますか。

問７ 障害のある人とない人が同じように生活していくため，例えば，商店の入り口

にスロープを整備するなどの配慮や工夫を行うことを求められた場合，経済的な

負担を伴うこともありますが，配慮や工夫を行いますか。

どちらかといえば
差別に当たる場合
があるとは思わない

12.1%

差別に当たる場合があ
るとは思わない

15.6%

わからない
1.4% 差別に当たる場合があ

ると思う
20.6%

どちらかといえば
差別に当たる場合
があると思う
26.2%

一概に
いえない
24.1%

わからない
0.7%

一概にいえない
5.0%

配慮や工夫を行う
ことは難しい

1.4%

負担がなければ行
う
12.8% 可能な範囲の負担

であれば行う
70.2%

負担の程度にかか
わらず行う
9.9%
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問８ 障害のある人のために企業や民間団体が行う活動について，どのようなことを

希望しますか。（複数回答可）

問９ 障害のある人に関する県の施策のうち，もっと力を入れる必要があると思うもの

をお答えください。（複数回答可）

問10 現在，県では「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（仮称）」

の平成25年度中の策定を目指して検討を進めているところですが，ご存じですか。
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障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る
鹿
児
島
づ
く
り
条
例
（
仮
称
）
の
枠
組
（
案
）
の
概
要

Ⅰ
総
則

Ⅳ
差
別
の
基
準
の
明
確
化

Ⅴ
紛
争
解
決
・
相
談
体
制
の
整
備
等

Ⅵ
県
民
の
意
識
啓
発

・
目
的

・
市
町
村
の
役
割

・
定
義

・
県
民
の
責
務

・
基
本
理
念

・
財
政
上
の
措
置

・
県
の
責
務

を
規
定

以
下
の
９
分
野
に
お
け
る
，
障
害
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
に

つ
い
て
，
具
体
的
に
規
定
。

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
公
共
的
施
設

・
交
通
機
関

・
情
報
の
提
供
及
び
受
領

・
商
品
，
役
務
の
提
供

・
不
動
産
取
引

・
医
療

・
雇
用

・
教
育

・
障
害
の
あ
る
人
や
そ
の
家
族
等
か
ら
の
，
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
に
関
す
る
相
談
に
対
応
す
る
と
と
も
に
，
関
係
者
間
の
調

整
等
を
行
う
体
制
を
整
備

・
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
を
推
進
す
る
法
律
」
第

17
条

第
１
項
で
定
め
る
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
と
し
て
鹿

児
島
県
障
害
者
差
別
解
消
支
援
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い

う
。
）
を
設
置

・
相
談
対
応
で
解
決
し
な
か
っ
た
場
合
に
，
協
議
会
が
，
関
係
者
に

対
し
て
あ
っ
せ
ん
，
助
言
を
実
施

・
協
議
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
等
が
不
調
の
場
合
，
知
事
に
よ
る
勧
告
，

公
表
を
実
施

・
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
県
民
の
関
心
及
び
理
解
を
深
め
る

た
め
の
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
を
規
定
。

（
啓
発
活
動
，
調
査
研
究
の
推
進
，
表
彰
制
度
の
創
設
）平
成
25
年
８
月

障
害
福
祉
課

Ⅱ
基
本
理
念
等

・
個
人
と
し
て
の
尊
厳
の
尊
重
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び
そ
れ
に
相
応
す
る
生
活
の
保
障

・
社
会
活
動
等
へ
の
参
加

・
全
て
の
県
民
に
対
す
る
障
害
に
つ
い
て
の
知
識
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及
び
理
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の
促
進

Ⅲ
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止

・
障
害
を
理
由
と
す
る
，
差
別
を
禁
止

・
合
理
的
配
慮
の
不
提
供
の
禁
止

前
文

・
障
害
の
あ
る
人
は
，
様
々
な
社
会
的
制
約
に
直
面
し
て
い
る
と
と
も
に
，
高
齢
化
の
進
展
等
に
よ
り
，
障
害
の
あ
る
人
の
数
が
増
加

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
県
民
に
対
す
る
意
識
啓
発
等
に
よ
り
，
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
差
別
の
解
消
を
推
進

・
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
，
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
う
共
生
社
会
を
実
現
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条例の枠組み（案）に係るポイント等について

（１／２）
項 目 枠組み（案） ポイント等

総則 定義 ・ 法律や熊本県条例と同様，障害のある人及び
社会的障壁について定義し，障害のある人の範
囲については，法律や他県条例と同様，難病の
方や障害のある子どもも含むものとする。

分野別の差 全般１（差別を禁 ・ 法律では差別を行う主体を行政機関と民間事
別の禁止 止する対象者） 業者に区分しているが，本県条例ではそのよう

な区分はせず，全県民を対象とする。
全般２（対象とす ・ 本県条例では，法律や他県と同様，障害を理
る差別の形態） 由とする不利益取扱いと合理的配慮の不提供を

対象とする。
また，法律では差別的取扱いの禁止を法的義

務にし，合理的配慮の不提供については民間事
業者は努力義務と規定しているが，本県条例で
は，障害者基本法や他県条例と同様いずれも禁
止する。

分野別の差別の禁 ・ 法律では，差別の基準を具体的に規定してい
止 ないが，本県条例では熊本県条例と同様に，分

野別に障害を理由とする不利益取扱いを規定し，
分野は９分野について規定する。

相談体制及 相談対応 ・ 障害のある人及びその家族その他関係者から
び紛争解決 の障害を理由とする差別に関する相談に応じる

ことを規定する。
相談員の配置等 ・ 相談員を設置している他県では，地域相談員

と広域専門相談員の２種類を設置しているが，
法律において，地方公共団体における相談体制
の整備が義務づけられたことを踏まえ，地域相
談員の役割は市町村が，広域専門相談の役割は
県が担当する体制とする。

附属機関の設置 ・ 条例で設置する附属機関では，紛争解決のた
めの助言，あっせんと障害を理由とする差別を
解消するための方策を調査・審議するための機
能を合わせ持った組織とする。

紛争解決手続全般 ・ 障害を理由とする不利益取扱いに係る紛争解
決手続として，本県条例では熊本県条例と同様
に，附属機関による助言，あっせん及び知事に
よる勧告，公表を規定する。
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（２／２）
項 目 枠組み（案） ポイント等

附属機関による助 ・ 助言又はあっせんを行う対象事案については，
言又はあっせん 熊本県条例と同様，分野別に差別の基準を規定

した障害を理由とする不利益取扱いを対象とす
る。（合理的配慮の不提供については，条例施
行後知見を収集，分析した上で対応について検
討する。）

・ 助言又はあっせんを行う対象事案は，事実を
確認するため，県の相談員による相談を経たも
のを対象とする。

・ 行政不服審査法等その他の法令による救済制
度がある事案は対象としない。

勧告 ・ 障害を理由とする不利益取扱いを行った者が
正当な理由なく助言又はあっせん案を受諾しな
かった場合を対象とする。

県民の意識 調査・研究の推進 ・ 法律で規定する障害者差別解消支援地域協議
啓発 会を本県条例で定める附属機関として設置する。

普及啓発 ・ 本県条例の施行及び障害を理由とする差別を
解消するための普及・啓発を効果的に行うため，
表彰制度を設ける。

その他 施行日 ・ 本県条例が平成26年３月に公布された場合，
相談体制の整備や県民への周知等，準備期間を
とり，平成26年10月１日を予定している。

罰則 ・ 法律や他県の条例では，附属機関に係る秘密
保持等に違反した場合の罰則を定めているが，
本県条例では，本県における他の附属機関にお
ける秘密保持に係る取扱いとの均衡を図り規定
しない。

虐待防止 ・ 熊本県条例では規定しているが，平成24年10
月１日から施行されている障害者虐待防止法に
おいて虐待禁止，防止施策，対応窓口等につい
て定められているので，本県条例では規定しな
い。
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９
分
野
に
お
け
る
差
別
の
基
準
の
明
確
化

福
祉

サ
ー

ビ
ス

商
品

・
役

務
の

提
供

公
共

的
施

設

情
報

の
提

供
及

び
受

領

教
育

不
動

産
取

引

雇
用

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
拒
否
，
制
限
，

条
件
の
付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

・
障
害
の
あ
る
人
の
意
思
に
反
す
る
，
福
祉

施
設
へ
の
入
所
の
強
制

・
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る

建
物
，
施
設
又
は
設
備
の
利
用
の
拒
否
，

制
限
，
条
件
の
付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な

取
扱
い

・
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
へ
の
情
報
提
供

又
は
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
か
ら
の
情

報
の
受
領
に
つ
い
て
，
情
報
提
供
又
は

受
領
の
拒
否
，
制
限
，
条
件
の
付
加
，

そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

・
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
へ
の
商
品
販
売

又
は
役
務
提
供
を
行
う
場
合
に
，
商
品

販
売
又
は
役
務
提
供
を
拒
否
，
制
限
，

条
件
の
付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

・
医
療
の
提
供
の
拒
否
，
制
限
，
条
件
の

付
加
，
障
害
特
性
に
配
慮
し
た
適
切
な

説
明
の
不
実
施
，
患
者
の
理
解
の
不
確

保
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

・
障
害
の
あ
る
人
の
意
思
に
反
す
る
長
期

間
の
入
院
そ
の
他
医
療
の
受
診
の
強
制

医
療

・
不
動
産
取
引
の
拒
否
，
制
限
，
条
件
の

付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

交
通

機
関

・
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
利
用
拒
否
，

制
限
，
条
件
の
付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な

取
扱
い

・
障
害
の
あ
る
人
の
年
齢
及
び
能
力
に
応
じ
，

か
つ
，
そ
の
特
性
を
踏
ま
え
た
教
育
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
指
導
又
は
支

援
の
不
実
施

・
保
護
者
へ
の
意
見
聴
取
・
説
明
を
経
な
い

で
す
る
，
就
学
先
の
決
定

・
応
募
又
は
採
用
の
拒
否
，
制
限
，
条
件

の
付
加
，
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

・
賃
金
，
労
働
時
間
，
昇
進
，
教
育
訓
練

福
利
厚
生
，
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い

て
の
不
利
益
取
扱
い

・
解
雇

・
障

害
を

理
由

と
し

て
，

正
当

な
理

由
な

く
行

う
以

下
の

行
為

を
禁

止
す

る
こ

と
を

明
記
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障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
相
談
・
紛
争
解
決
体
制
（
案
）

問 題 発 生

障 害 の あ る 人 ・ 家 族 ・ 関 係 者

市 町 村 等 に よ る 相 談 対 応

市
町

村

障
害
者
団
体
等

・
身
体
障
害
者
相
談
員

・
知
的
障
害
者
相
談
員

・
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

・
地
域
自
立
支
援
協
議
会

・
民
生
委
員

等

・
各
障
害
者
団
体

・
障
害
者

11
0番

・
相
談
支
援
事
業
所

等

県 に よ る 相 談 対 応

県
の
機
関

相
談
員

・
身
体
・
知
的
障
害
者

更
生
相
談
所

・
精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

・
こ
ど
も
総
合
療
育

セ
ン
タ
ー

・
難
病
相
談
・
支
援

セ
ン
タ
ー
等

障
害
福
祉
課

相
談

対
応

関 係 者

障 害 の あ る 人 ・ 家 族 ・

解 消 支 援 協 議 会

鹿 児 島 県 障 害 者 差 別

知 事 に よ る 勧 告

公 表

相
談

専
門
的

相
談

相
談

知 事

専
門
的

助
言

助
言

助
言

紛
争

解
決

相 談 対 応 で 問 題 が 解 決 し な い 場 合

助
言
，

あ
っ
せ
ん

の
申
請

助
言
，

あ
っ
せ
ん

の
求
め

あ
っ
せ
ん
，
助
言

勧
告
の
求
め

あ
っ
せ
ん
，

助
言
が
不
調

の
場
合

勧
告
に

従
わ
な
い
場
合

意
見
聴
取
後
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障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（仮称）
枠組み（案）各県比較

本県条例の枠組み（案） 法律 北海道 岩手県 千葉県 長崎県 熊本県

〔施行日〕 ( H 2 8 . 4 . 1 ) ( H 2 2 . 4 . 1 ) ( H 2 3 . 7 . 1 ) ( H 1 9 . 7 . 1 ) ( H 2 6 . 4 . 1 ) ( H 2 4 . 4 . 1 )

１ 前文 × × ○ ○ ○ ○
２ 総則関係

 目的 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 定義 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 基本理念 × ○ ○ ○ ○ ○
 県の責務 ○(国及び地方 ○ ○ ○ ○ ○
 市町村の役割 団体の責務) ○ ○ ○ ○ ○
 県民の責務 ○(国民の責務) ○ ○ ○ ○ ○
 財政上の措置 × ○ ○ ○ ○ ○

３ 分野別の差別の禁止
 福祉サービス × × × ○ ○ ○
 公共的施設 × × × ○ ○ ○
 交通機関 × × × ○ ○ ○
 情報の提供及び受領 × × × ○ ○ ○
 商品・役務の提供 × × × ○ ○ ○
 不動産取引 × × × ○ ○ ○
 医療 × × × ○ ○ ○
 教育 × × × ○ ○ ○
 雇用 × × × ○ ○ ○

４ 相談体制及び紛争解決
 相談への対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 相談員の配置等 × ○ × ○ ○ ○
 附属機関の設置 × ○ × ○ ○ ○
 附属機関による助言 × ○ × ○ ○ ○
又はあっせん

 知事による勧告 × ○ × ○ ○ ○
 公表 × ○ × × ○ ○

５ 県民の意識啓発
 啓発活動 ○ ○ × × ○ ○
 調査・研究の推進 ○ ○ × ○ ○ ×
 表彰 × × × ○ ○ ×

本県の枠組（案）には規定 ・ 基本方針 ・ 虐待禁止 ・ 虐待禁止 ・ 訴訟の援 ・ 罰則（秘 ・ 虐待禁止
していないが，他県条例等 ・ 職員対応要領 助 密保持 ・ 罰則（秘
で定めている主な事項 ・ 指針の作成 ・ 罰則（秘 (附属機 密保持）

・ 罰則（秘密保 密保持） 関委員の
持，不報告及 み)）
び虚偽報告）
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4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

条
例
制
定

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

作 成
条 例 枠 組 案

条 例 素 案 作 成

条 例 公 布

庁
内
作
業

庁
内
検
討
会

(1
回
目
：
H2
5.
2.
19
)

条
例
検
討
委
員
会

(1
回
目
：
H2
5.
3.
26
)

議
会

※
平
成
２
６
年
１
０
月
１
日
施
行
予
定

意
見
交
換
会
等

H2
5年
度

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る
鹿
児
島
づ
く
り
条
例
（
仮
称
）
の
制
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

成 立 ・ 公 布

差 別 解 消 法

条
例

枠
組

・
素

案
の

検
討

（
３

回
開

催
）

条
例
枠
組
・
素
案
の
検
討

（
３
回
開
催
）

教
育
，
福
祉
，
商
工
等

関
係
団
体
意
見
交
換

条
例
枠
組
・
素
案
の
検
討

条
例
案
の
検
討

  
  
障
害
者
・
家
族
団
体
等

  
  
と
の
意
見
交
換

パ
ブ
コ
メ

条
例
案
審
議

● 第
２
回
検
討
会

（
条
例
枠
組
案
）

 ● 第
２
回
委
員
会

（
条
例
枠
組
案
）

● 第
３
回
委
員
会

（
条
例
素
案
）

● 第
３
回
検
討
会

（
条
例
素
案
）

市
町
村
等
へ
の
説
明

  
  
障
害
者
・
家
族
団
体
等

  
  
と
の
意
見
交
換

県
政
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
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「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（仮称）」
検討委員会設置要綱

（設置）
第１条 障害を理由とした差別をなくし，障害のある人もない人も一人ひとりの人格
と個性が尊重され，社会を構成する対等な一員として安心して暮らすことのできる
社会を実現するために制定する条例（以下「条例」という）について検討するため，
「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（仮称）」検討委員会（以
下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 委員会は，条例の制定に関し必要な事項を調査検討するものとする。

（組織）
第３条 委員会は，委員２１人以内で組織する。
２ 委員は，障害当事者，福祉・医療・教育・雇用・商工等の関係者，学識経験者，
関係行政機関の職員等のうちから，知事が委嘱する。

３ 委員のうち，２名は公募委員とする。
４ 委員の任期は，委嘱の日から，条例の制定に関し必要な事項の調査検討が終了し
たときまでとする。

（委員長）
第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。
２ 委員長は，委員会の会務を総理する。
３ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，委員長があらかじめ指名
する委員がその職務を代理する。

（会議）
第５条 委員会の会議（以下「会議という。」）は，委員長が招集する。
２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。
３ 委員長は，会議の議長となり，議事を整理する。
４ 委員長が必要と認めるときは，関係者に出席を求め，意見を聞くことができる。

（庶務）
第６条 委員会の庶務は，保健福祉部障害福祉課において処理する。

（雑則）
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が
定める。

附 則
１ この要綱は，平成25年３月26日から施行する。
２ 第５条第１項の規定にかかわらず，この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議
は，知事が招集する。
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